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教育大綱策定の趣旨

教育大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下、「地方教育行政

法」という。）」第１条の３に規定されたもので、教育基本法第１７条第１項に規定

する基本的な方針を参酌し、地方教育行政法第１条の４第１項に基づいて市長と

教育委員とで行われる「総合教育会議」を経て、市長が教育施策の基本方針を定め

るものです。

大綱の期間

第３次太田市総合計画前期行動計画との整合性を図るため、令和７年度から令

和１０年度までの４年間とします。

基本理念

太田市教育大綱では、第３次太田市総合計画に掲げられた基本目標の１つであ

る「豊かな心を育む」を推進し、次代を担う子どもたちの教育に、家庭や地域、学

校が一体となって取り組み、豊かな人間性や社会性、生きる力を育むとともに、未

来を切り拓く力を備えた人材の育成、さらには、年齢を問わず誰もが学び続ける

ことができる環境づくりを目指します。

基本方針

基本理念の実現に向け、以下の６つの基本方針について目指す姿と施策方針を

定め、具体的な取組みを推進します。 

基本方針１ 教育行政の推進

基本方針２ 義務教育の推進

基本方針３ 高校教育の推進

基本方針４ 青少年育成の推進

基本方針５ 生涯学習の推進

基本方針６ 文化財の保存活用の推進
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基本方針１ 教育行政の推進

基本方針２ 義務教育の推進

基本方針３ 高校教育の推進

目指す姿
教育行政のさらなる推進を図ることで、子どもたちや市民の笑顔があふれ

ている。

施策方針

〇太田市教育大綱に基づき、取り組むべき施策や目標のほか、その成果を検

証するための指標を示した太田市教育行政方針を毎年作成します。

〇教育に関する事務の管理執行状況について、自ら点検・評価を行い、学識

経験者の知見を活用した上で公表します。

目指す姿 児童生徒が、健やかで楽しく主体的に学び、「生きる力」を育んでいる。

施策方針

○「主体的・対話的で深い学び」を通して、個別最適な学びと協働的な学び

の一体的な充実を図り、児童生徒に確かな学力が定着するよう努めます。

○教職員の指導力の向上を図り、児童生徒の基礎・基本の定着と個性・能力

を伸ばすことに努めます。

○心の教育、健康教育、安全教育、環境教育等を推進し、豊かな心と健やか

な体を育み、バランスのとれた「生きる力」の育成に取り組みます。

〇児童生徒の多様性に対応するために、きめ細やかな指導・支援等の充実を

図ります。

〇業務改善等を推進することで、教職員が働きやすい職場づくりに努めます。

○学校施設や樹木等について適切な維持管理と計画的な改修を行い、安

全・安心な教育環境の整備に努めます。

○ＩＣＴ機器の積極的な活用と適切な維持管理に取り組みます。

○安全・安心な、美味しい学校給食を提供できるよう、給食施設の計画的な

建替えと衛生的な維持管理等に取り組みます。

目指す姿
生徒が、確かな知性・豊かな人間性・たくましい心身を培い、高い志を持ち、

自ら未来を切り拓いている。

施策方針

○中高一貫校として、６年間を通した系統性のある指導を実践し、高い学力

や専門知識の習得、部活動の推進に努め、生徒一人一人の進路実現を目指

します。

○地元企業や大学、地域と連携したグローカル※人材育成事業を推進し、地

元企業への就職率やＵターン率の向上を目指します。
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施策方針

※グローバル（Global）とローカル（Local）を掛け合わせた造語で、「地球規模の視野で

考え、地域視点で行動する（Think globally,act locally）」という考え方です。

基本方針４ 青少年育成の推進

基本方針５ 生涯学習の推進

基本方針６ 文化財の保存活用の推進

○学校施設について適切な維持管理と計画的な改修を行い、安全・安心な教

育環境を確保します。

○市内に居住する高校生が経済的な理由で大学等への進学を断念しないよ

う、給付型奨学金による進学支援を行います。

目指す姿
心豊かでたくましい青少年たちが、社会の一員として健全で充実した生活

を送っている。

施策方針

○青少年の体験・交流活動及びボランティア等の社会参加活動の充実を図

り、心豊かでたくましい青少年の育成に努めます。

○実施事業及び関係機関との連携を充実させ、青少年の非行防止と安全・

安心な地域づくりに努めます。

〇青少年教育施設の適切な管理運営及び利用促進を図ります。

目指す姿 市民が世代を超えて、ともに学び、生きがいのある生活を送っている。

施策方針

○社会の変化や多様化する市民ニーズを的確に把握し、学習機会の充実を

図ります。

〇関係機関と連携して、人権教育の推進と啓発に努めます。

○生涯学習に関わる施設について、利用者の安全性を第一に、設備の更新

工事や修繕を計画的に実施します。

目指す姿 文化財が適切に保存活用され、市民も親しみと誇りを持っている。

施策方針

○市内にある文化財を適切に保存活用し後世に継承します。

○市民が文化財に親しみを持ち、地域に対する誇りを持てる機会を創出す

るために、活発な情報発信に努めます。

〇より多くの市民に訪れてもらうために、文化財施設の適切な管理運営と

普及啓発に努めます。


